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港湾における新らしい労働管理の概念

〔港湾になける労働管理の重要性〕

高見玄一郎

(横浜 市立大学〉

1. 港湾を研究寸る場合、時とすると、その物的則面陀終始するき

らいがあるが、 人的要素の研究が決定的陀重要であるととが、特に

注目され念ければならないp 特陀わが国の港湾計画忙ないて、数年

前から、経済の高度成長陀際会して、港湾なよび道路に対する公共

投資の不足が叫ばれ、埠頭の建設と、とれ陀伴う各般の施設、輸送

手段の建設は、可念りの程度K、急速に進展しつつあるが、今や、

港湾K砕ける労働管理の問題が、とれらの埠頭建設のネックになり

つ Lある。この見地から、われわれは、近代的埠頭陀沿ける労働組

織なよび労働管理の概急を確立するととが急務である。

2. (労務雇用形態の特殊性〕

2. われわれは先ず、港湾になける労務の雇用形態の理解からはじ

めようわその極めて特徴的左点は、港湾労働の大部分が、日傭労務

者陀依存していることである。運輸省港湾局の統計によれば、わが

国の 6大港の日傭労務者への依存度は

船内 63.5 % 

市岸 44.0 % 

その他 1 5.2 % 

となっている。港湾統計になける日傭労務者の数は延数で表わされ、

1ヶ月の稼働日数を 25日として計算されているので、延数から逆

算 して常用労務者数と比較しているわけであるが、日傭労務者の比

率は、港Kよって異っている。とのよう K、港湾労働者の大半が日



-63ー

傭労働陀依存しているととボ他の産業部門陀見られ左い注目すべき性格である。

3. さらに、との港湾労働力の大部分を占める日傭労務者が、数種

の異った雇用形態を持っているととである。たとえば、横浜港忙な

いては、次の 8種類である。

a 優先班= 身分的には日傭であるが 1つの作業班を構成し、

作業陀去りする技術と経験を持っている。

b 顔 付= 特定の作業会社K個人的K結びついている日傭

労働者。

c 日 傭= 職業安定所のあっせんにより募集される純然た

る日傭労働者。または職安を通さ左いで、作業

会社が門前募集を行う日傭。との後者を1つの

部門と考えるとともできるので、 正確Kは4種

類である。

港湾作業は、作業会社が常用 している作業の幹部要員の下K、実質

的な労働力は、上記のような、 日傭労働者の労働力の組合せによっ

て行われている。

4. とのよう左雇用の形態が何故K発生 したかというととをと〉 で

詳細K論ずるととは不必要であると思われるが、通常それは港湾貨

物の波動性Kよって生じるものと説明されている。確かK波動性の

問題はその 1つの重要な理由であるととは間違い無いと しても、 本

質的理由は今少し経済の基本的左部分にある ものと思われる。わが

国忙ないてばかりでなく 、外国陀ないても、とのよう 念雇用形態が

行われている。昨年9月ロンドンで出版されたロッテデ ーノレ委員会

の報告書 (Reportof the Comnittee of Inquiry into 

the Nfujor Ports of Great Britain: London， Her恥bje-

sty's Stationery Office， Sep.1962.) 
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でもとの制度陀ふれて、

「との制度から生じる様々念悪を軽減する目的のもとに、 19世
紀花、古いロンドンのドック会社が週給の常用労働者(theWee一
k 1 y wo r ke r s) ，優先雇用者 Cthe Preference men) ，なよ
び日雇労働者 (thecasual res idue ) の 3 部から~る港湾

労働の組織を定め、い〈らかの改善乞試みた。との制度は、基本

的K、今日まで存続している。 JCPara.367.， P. 132.) 

わが国Kないて現在行われている制度もまさ陀とれであり、ロンド

ンKぉ、いて 19世紀陀なこなわれた「若干の改革」がわが国では20

世紀の 50年代K行われたのであった。

〔港湾陀なける資本と労働との背離〕

5. 資本主義社会陀ないて労働の問題を論ずる場合医、とれを資本

との関連にないてとらえ左いならば、ナンセンスである。周知のよ

うに、資本と労働と の関係は、労働力の供与K対する労働資金とい

う相互の自由左契約を基礎とするものであるが、ととでわれわれは

港湾資本の問題Kついて検討し左ければ左らない。

特Kわが固にないて顕著念事実は、わが国の主要港湾が、明治20

年代以降、国の財政資金によって築造され、固によって管理されて

来たというととである。との結果、港湾は道路と同じよう K、「公

共の営造物」として考えられて来た。しかし左がら、国民経済の発

達Kよって、海運沿よび外国貿易の面から港湾忙なける諸経費が問

題となり、港湾が1つの経営体でなければ左らないという考え方を

生じている。たとえば、前記のロジテヂール報告書もこれを次のよ

うに述べている。

「主要港湾K関する限b、われわれは公共事業(PU b 1 i c S e r-

vi ce ) の概念を完全陀返上しないのである 0 ・・・・・・・・ 主要港湾

がこの目的のためK、何故に商業的企業(corrmerc i a 1 under-

takings) として取扱われては念ら左いかという理由は左い。」
( Pa r a. 155.， P. O 0 ) 
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ロッテデーノレ卿 (TheViscount Rochdale) は、港湾財政の問

題を扱うにあたって「固い信念をもって」、港湾を 1つの企業体と

して扱わなければならないことを主張しているが、われわれは、港

湾労働問題の解決のためにも、との考え方をとるのである。とれが

われわれの基本的左前提である。この見地から問題をつきつめてゆ

くと極めて明瞭K、港湾陀訟ける資本と労働との背離という 現実に

当面するのである。

6. 今日 1つの埠頭をつく るの花投下される資金は数十億、時とし

て数百億K達するであろう c しかし左がらすべてこれは 「公共投資J

であって、港湾の労働とは何等の関係をも持ってい左い。 したがっ

て港湾の労働力の維持、管理は、 極めて弱体な多数の中小企業Kま

かせられているのが現状である。とれが、近代的埠頭が続々と建設

される陀も拘らず、その作業は極めて非近代的であ れ労働力の雇

用形態も、まさに 19世紀のそれであるということの本質的左理由

である。言葉をかえていえば、今日の港湾経営は、ば〈大友額の公

共的資金と 、若干の民間資金との混合様式であって、公共の資金部

分が、港湾の「経営陀対して責任を持た左い 」どいう 、全体と して

見た港湾資本の性格的念背反が存在する。それ故に労働力の管理に

ついても、 「誰が責任を持っか」という点 (~o is responsi-

ble for the cost of providing these services)が、極

めて不明確である。ロッテデーノレ報告書も、そとまでは述べてい念

いが、その本質的問題陀ついては触れてい左い。

〔港湾になける労働管理の概念)

7. 通常 「労務管理」という概念は、 1つの企業の内部陀かける人

間管理 (Affininistrationof H~n Relation)として、 高度

の生産様式の中にないて働らく人々の採用、訓練、作業条件、能力、
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賃金、安全、衛生、労資関係その他各方面陀わたっての管理をさし
ていう。企業の資本が大き〈念れば念るほど、管理も複雑となり、管理に
要する経費も大き念額にのぼっている。とれが近代企業の姿である。

港湾にないては、国は、ば〈大な投資は行ヲているが、その管理

経営、つまりマネージメント については責任を持っていない。労働

部門にないても、常用労務者Kついては、作業会社が労務管理上の

責任を持つが、労働力の大半を占める日傭い陀ついては、 詑が責任

を持っか明確で念い。と).11:、手配師、あるいは部屋制度陀よる組

の親方という、前時代的機構が念な生存している理由があれその

1部は暴力と魔薬陀連なる社会悪の存在を許しているのである。そ

れ故医、われわれは、港湾の労働力を誰が管理するかという考え方

から確立して行か左ければ左ら左い。同時陀

(a) 私企業の労務管理分野 主として常用労務者を対象とする

(b) 公的な労務管理分野 一一 主として日傭い労務者を対象とする

ζの 2つの分野が明確陀規定され左ければならないであろう 。乙の

2つの分野を総称して港湾の労働管理と呼ぶとと Kする。

〔港湾労働行政の混乱〕

8_ 誰が管理をするかというととに関連して最初に、港湾になける

労働行政の問題をとり あげる必要がある。横浜港花関して、われわ

れがさきに調べたととろによると、とれは、次のよ うK左っている。

神奈川県

(1 ) 港湾労働D需給安定

(2) 労働者住宅の建設

(3) その他福利厚生施設(港湾病院、海員会館等)

(4) 労働運動ο調査(労使の指導をも含む〉

横浜市

(1) 港湾管理者としての立場からの港湾施設(労働場所)、水
面の維持管理
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(2) 厚生施設(休けい所その他)の維持管理
(3) その他福利厚生施設(港湾病院、海員会館、労働者住宅等)

労働基準局

(1) 労働基準法関係の賃金、労働条件の監督

関東海運局

(1) 港湾運送事業法関係で労使の争議の仲裁等を行い、労働統

計の作成もしているが、労働行政に関する官制上の規定は

ない。

その他の多くの港湾関係官公暑にないても、その所管事項の中で労

働行政との関連を生じるが、上記のよう K、労働行政上の権限が極

めて多方面K分散して居り多くの矛盾を持っている。(参照・「港

湾、陀沿ける労働運動の分析」神奈川県経済調査会発行‘ Economic 

Survey No. 6. 37年 6月〉

したがって港湾の労働行政を一体化する必要がある。

(新規労務者の募集問題〕

9. 現在わが国の港湾が当面している問題は新らしい大規模の埠頭

が続々と造られつつあるが、ととで働らく人々、す念わち近代埠頭

の労働組織をいかKするかという問題である。特K若い青年層が、

港湾労働力として這入って来左いという現実を、どのよう K解決す

るかという問題であるのとの理由として考えられることは

(a) 就業の不安定

(b) 賃金の低さ

(c) 作業の強度と安全の問題

(d) 港湾労働者の社会的地位の低さ

等々の問題であるn 外国陀ないても同様であるが、わが固にないて

も、 港湾労務者の年令構成は、他産業K くらべて非常K高くなって

居 D、背年層が非常K少いと とである。しかも港湾施設は年と共に
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近代化 しつつあり 、機械の導入も著 しいが、 とれらの事態陀そ左

えた若い技術労働者の導入が今後の大き左問題と在るであろう。

また船内業者の一部陀は、港湾労働は、はげしい肉体労働であっ

て、一種の職人風左ととろがある、したがって「若い者、若い者と

さわぐ必要は念い、現状でけっこうやってゆける」という意見はあ

るが、とれは青年を訓練するとと陀よって、現状よりもっと能率的

な作業が行われるという ζ とを考えると 、やはり問題である。

〔港湾専門学校〕

10.それ故K、外国の港湾でも実施されているTrainingSch∞l 

あるいはHarborSchoolが、わが国でも早急、K研究されて、設け

られるべきである。との学校を設けるとと によって得る利益は

a 卒業者を作業の幹部K配置し、その生活を保証することに

よって、港湾労働者の社会的地位を向上させふ1つの手段

とするととができるの

b 作業能率の向上と 、港湾労働陀対する労務者の気分を一新

するととができる。

c 作業会社から見ても 、荷主あるいは船会社の立場から見て

も、作業能率の向上という ζとが、採算的K有利左条件と

なる。

とのような学校の設立》よび維持の経費は国なよび港湾管理者、港

湾別用者、作業会社のそれぞれの立場からの出資Kよって行うべき

であろう。またとの学校K多数の宿舎を設けること Kよって、港湾

労働者の住宅問題の解決Kも左れとれに娯楽、慰安施設を設け、

福利厚生の向上Kもなるのである。

〔賃金と料率問題〕

11.昨年春の港湾関係労働組合の春闘争議以来、賃金と料率の問題

が、新らしい緊急念問題として登場して来たσ 試みに、過去陀ない
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てわれわれが調べた船内労務者の賃金上昇と料率の上昇との
比較をすれば、次のように在っている。

賃金改定年月日 2級作業員 向指数 4級ff諜員 向指数 荷役簿類|向指数 l

平均単価

昭和 26 16.1 !) 3 100 13.111 100 167.22 100 

28( 12. 1 16，703 103.4 13，661 104.1 

29( 4. 1 17，812 1102 14，036 107.0 

31( 8. 1 21.!)!) 9 133.4 17.781 135.6 164.34 98.2 

32( 4. 1 24，597 1 !)2.2. 21.744 166.0 168.68 1008 

34( 1021 29，037 179.7 25，468 194.2 

35( 7. 1 31.119 192.6 27，n50 2101 171.23 102.3 

36( 5. 1 34，093 211.0 30，524 232.8 

36( 10 1‘ 37，0891229.6133，390 254.6 

制 (1)賃金額は 1日10時間、 1ヶ月 25日でデイタイム 13目、ナイト

タイム 12日で言七算、諸手当を含む理論賃金である。

(2)街役料金単価は、類.81)料金の全体の算術平均で算出した。

(3) 2級作業員は 2級Aをと j:)，4級作業員は 4級のBをとった。船内

労働渚の職階別賃金のうち2級のA(以前の小頭〕が大体Kないて

平均値κ近い位置を占めている。また 4級のBは以前の平人でキ・ヤ
ング構成の中で一番人数の多い部門である。

(4)ζ の表は、船内作業会祉の中で大体に:j;~\nて平均的地位にある会社

の実際に支払われた賃金の額を基礎として言辞した。

との結果、賃金がその結費の 60 %左いし 80 %を占める作

業会社では、当然、K経営の問題陀当面しなければ念らなく念

っている。

との結果、新らしい料率決定の問題が常陀作業会社側から
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要求されて来るが、とれは港湾全体の経営、とく陀荷主と船主の立
場から反対されている。国民経済全般から見る左らば、港湾の諸掛
りは、輸出コストの問題であって、と込 VClつの条件を附されるで
あろう。それ故K、賃金は引上げねば左らず、港湾の輸出諸経費は
引きげねば念ら左いという矛盾した局面陀立たされて居り、とれを

如何陀合理的陀解決するというととが、わが国の港湾当面している

問題である。

〔ポートオーソリテイ問題〕

12.今日のわが国の港湾を混乱させている問題の 1つは、港湾行政

の乱雑さである。そして港湾管理者の権限及び能力が、あまりにも

弱少で、権限が多数の官庁とわかれて甚だしくはんざつである。こ

れを今少し統一し、港湾管理者の権限草子よび特にその財務能力をも

っと強化しなければ左ら念いのが現状である。

次陀、戦後、わが国民経済の高度成長陀よって、政府の港湾投資

が不足し、敗政資金だけでは不十分であるという意見が現われてい

る。現実陀大企業は、自己の工場岸壁K本船を横づけしている現状

で、民間の港湾投資が強化されて来た。

最後K、民間の専用埠頭が大規模に進出したという ζ とは、公共

の港湾、にないても、その経営問題が、民間ベースで行われるか、あ

るいはこれに接近することを余儀左くされつつある。

との 8つの主要左理自によって、わが国陀沿いても、強力なポー

トオーソリテイが設けられるべきであると考えられる p そしてとの

有力なポ ートオーソリテイが、港湾労働管理の公共的分野を巾広く

担当するのが最も好ましいのである。特陀雇用については、各国で

いま問題陀なっている安定雇用 (decasualisation)の解決手段

として、一部ポートオーソリテイの雇用形式をとるなり、あるいは

~ploy，ment cornpany を組織すること陀よって大巾に解決され

る筈である。



それ故陀、港湾Kなける労働行政の統一とポートオーソリテイの設

立とが、港湾忙なける新らしい労働管理の基礎的問題の 1つであると

考えられる。

〔当面の措置としての港湾経営委員会の設置〕

13.ポートオーソリテイを今すぐ設置するととが困難であるならば、

われわれは港湾経営委員会の設置を要望する。

乙の経営委員会の当面の仕事は、

a 港湾労働者の確保なよび社会的地位の向上K努力すること。

b 適正左港湾料率と労働賃金を策定するとと。

c 港湾全体の経営問題Kついて、適切念措置を構ずる ζ と。

乙の最後の項目については、過去忙ないて横浜港の船内労働時間の調

査K訟いて、 33%のロスタイムのうち全体の 26.9%が本船待ち、 24.5

%がはしけ待ちという数字が出ているが、とれは港湾の作業にないて、

多数の業界と業界とが関係する場面陀非常托大き左ロスがあるという

ととを示している。つまり 、港湾全体としての経営的体系、マネ ージ

メン 卜が無いというととである。近代港湾忙ないて港が1つ経営体で

あると考えられる場合、このよう左ロスは極限陀まで縮められ左けれ

ば左ら左いであろう。

との委員会は、現行行政及び管理機構はそのま L存続させるが、港

湾管理者、行政官庁、民間の主要業界代表者、学議経験者からなり 、

法律上の権限を一部委託されるととが好ましいのである。す左わちと

の委員会の最も重要友仕事として、港湾忙なける新らしい労働管理機

一構の設置、運営が行われることになるのである。




